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住宅借入金等特別控除の適用要件！ 

 住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ロ

ーン等を利用して、マイホームを新築、取得又は

増改築等をし、２０１７年１２月３１日までに自己の

居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合

において、その取得等に係る住宅ローン等の年

末残高の合計額等を基として計算した金額を、

居住の用に供した年分以後の各年分の所得税

額から控除するものです。 

 また、中古住宅を取得した場合でも、一定要件

を満たせば適用を受けることができます。 

 

 中古住宅の取得に住宅借入金等特別控除を

適用する場合には、鉄筋コンクリート造のマンショ

ンなどの耐火建築物であれば、その取得の日以

前２５年以内に建築されたものであること、木造な

どの耐火建築物以外の建物の場合はその取得

の日以前２０年以内に建築されたものであること

の制限があります。 

 そして、築年数の制限を受ける物件でも、一定

の耐震基準に適合するもの（２００５年４月１日以

後に取得した場合に限る）であれば、住宅借入金

等特別控除の対象となります。 

 さらに、耐震基準に適合していなくても、自分で

耐震工事を行うことで住宅借入金等特別控除を

適用できますが、 

①その中古住宅（要耐震改修住宅）を取得する日まで

に、同日以降耐震改修を行うことついて一定の申請手

続きをしていること 

②その中古住宅に住むこととなる日までにその住宅が

一定の耐震基準に適合していることが証明されたこと 

③取得の日から６ヵ月以内に居住の用に供し、適用を

受ける各年の１２月３１日まで引き続いて住んでいるこ

と 

④この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額

が３,０００万円以下であること 

⑤取得した住宅の床面積が５０平方メートル以上であ

り、床面積の２分の１以上の部分が専ら自己の居住の

用に供するものであること 

⑥借入金の返済期間が１０年以上であることなどの要

件を全て満たす必要があります。 

 

 なお、一定の耐震基準に適合するものとは、地震に

対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準

又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の

取得の日前２年以内に「耐震基準適合証明書」による

証明のための家屋調査が終了したものなど要件があり

ますので、適用を受けられます方は、ご確認ください。 

（注意） 

 上記の記載内容は、平成２７年１２月１５日現在の情報に基づ

いて記載しております。 

 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い

等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は

将来にわたって保証され るものではありません。 
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